
番号 頁 記号1 記号2 記号3 記号4 記号5 記号6 質問等 回答

1 10 3 2 1 エ サ ｈ～ｍ

「ホール・劇場施設の○○実績を確認できる書類の写し」との記
載がありますが、これは「契約書の写し」との理解で宜しいで
しょうか。また、この場合契約金額等公表を控えたい事頄につい
ての取扱いは事業者の判断で行うことができるとの理解で宣で
しょうか。

前段：ご理解の通りです。
後段：民間事業者間の契約については、契約事頄の一部を伏せる
ことを可としますが、設計企業及び建設企業については、必ず
ホール規模等の数量要件が把握できる証左であることが必要で
す。

2 15 3 4 4 イ

サービス購入料Bの割賦金利について、提案においては、平成20
年11月28日の基準金利を使用することとされていますが、金利決
定後、収支見直し、提案書手直し、印刷・製本に１ヶ月程度必要
なため、遅くても11月10日頃の金利として頂けないでしょうか。

変更予定はありません。

3 15 3 4 4 ウ
本件施設の引渡しから開業までの維持管理、運営にかかる費用
は、サービス購入料Cとして支払われるとの理解で宜しいでしょ
うか。

本件施設の引渡しから開業までの維持管理にかかる費用について
は、サービス購入料Ｄとして、本件施設の引渡から開業までの運
営にかかる費用については、サービス購入料Ｅとして支払いま
す。

4 15 3 4 4 オ
本件施設の引渡し前の利用予約受付等にかかる費用は、サービス
購入料Eに含まれ、同費用も含めて各固定額支払われるとの理解
で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

5 21 4 2 5
パワーポイント内であれば、プレゼンテーションにおいて動画等
を用いて宣でしょうか。

可とします。なお、別途「審査会プレゼンテーションについて」
を参照のこと。

6 22 5 3
「手続きにおける交渉の有無」として「無」との記載があります
が、ここで言われる”交渉”とはどの様なものを想定されている
のかお考えをお示し頂けないでしょうか。

契約条件の変更を意味します。

7 23 5 5 7

「なお、選定事業者が決定してから市議会の議決を得るまでの間
に、落札者がⅡの入札参加資格を喪失した場合などは、・・。」
との記載がありますが、この場合の入札参加資格喪失の要件
は、”P10(3)入札参加資格の確認基準日”に記載された内容に準
ずると理解して宜しいでしょうか。

平成20年９月19日付け「基本協定書案に関する質問に対する回
答」番号５及び同番号６を参照。

8 26 6 2

表中のサービス購入料Bの構成される費用の内容として、建中金
利は他の経費と異なり、「（消費税等を含む）」とされていませ
んが、割賦元本の一部として含まれるため、契約金額には消費税
等も含んで計算されて支払われることになるのではないでしょう
か。

事業者にて判断して下さい。

9 27 6 4 2

サービス購入料Bの初回支払は平成24年9月末に請求書を提出し、
30日以内に支払われると考えて宜しいでしょうか。
また、その場合、割賦手数料は施設引渡日の翌日から割賦金利が
発生し、初回分も含め30回の元利均等返済で支払われると考えて
宜しいでしょうか。

前段：ご理解の通りです。
後段：ご理解の通りです。
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番号 頁 記号1 記号2 記号3 記号4 記号5 記号6 質問等 回答

1 7 2 1 4 イ オ
「なお、説明会は、事業者決定後３回程度開催する。」との記載
がありますが、ここでの３回とは”同様の内容を３回又は３会場
に分けて”との理解で宜しいでしょうか。

事業の進捗状況に合わせて、３回程度実施します。

2 8 2 1 4 エ サ ｃ

「事業者が清水文化センターから移設する備品・・・」との記載
がありますが、清水文化センター大ホールの取壊しが平成24年１
月で、本件施設の引渡期限が平成24年4月30日となっていること
より、清水文化センター大ホールから移設する備品はないものと
の理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

3 11 2 2 3 ヒ
本件施設の建設予定地は「清水港・みなと色彩計画（平成15年策
定）」の範囲外との理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。ただし、清水駅東地区計画に基づき施設の形
態及び意匠については、「清水港・みなと色彩計画」を尊重する
必要があると共に、清水駅周辺整備課及び清水港振興課への届出
並びに協議が必要です。

4 16 2 6 4 シ
制作スタッフ室を「２室程度」設けるとの記載がありますが、便
宜的に問題ない場合は１室でも良いとの理解で宣でしょうか。

運営計画との連携を計り運用上の支障がない場合は、１室として
もよいものとします。

5 22 2 10 2 ウ

前回の要求水準書案に関する質問(2)に対して、建設予定地内の
記念樹の移植の活着リスクが事業者にあるとの回答が示されたた
め、記念樹の移植時期を本体工事と切り離して計画することが必
要になると考えており、この場合のご配慮（移植箇所の指示等）
は頂けるとの理解で宜しいでしょうか。

事業者側で適宜用意して下さい。

6 37 3 4 3 シ、ス
修繕及び改修とありますが、この「改修」の用語の定義をお示し
願えないでしょうか。
また、修繕のみとして頂けないでしょうか。

前段：平成19年12月７日付け「要求水準書（案）に関する質問に
対する回答」番号111参照
後段：変更予定はありません。

7 38 3 5 4 ア
ここに該当するピアノとは、ピアノ庫にあるものを指し、大楽
屋、個人楽屋（1室）及びリハーサル室等に設置するピアノは除
かれるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

8 40 3 7 5 ア ウ ｃ

「特別清掃業務とは、６ヶ月または年を単位として行う定期的な
業務｣との記載がありますが、２年に１回、３年に１回、５年に
１回などを単位として行なう定期的な業務も特別清掃業務に含ま
れるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

9 41 3 7 5 エ ア、イ

ゴミ処理業務とは、業務より発生したゴミの収集、施設内ゴミ集
積所での一時保管及び適切に搬出することで、施設外へのゴミの
運搬及び処分に関する費用は事業費に含まれないとの理解で宣で
しょうか。また、ここに記載のある民間事業者が専門の廃棄物処
理事業者と契約するとはどのような場合を想定されているのかお
示し願えないでしょうか。

前段：ご理解の通りです。
後段：民間事業者が独自に産業廃棄物処理等を実施する場合で
す。
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10 43 9 3 エ

「来訪者から案内を求められたときは、本件施設の案内を行うこ
と。」との記載がありますが、全ての来訪者に対して対応するこ
とは困難であると思われますので、P58(7)視察への対応で記載の
あるように「業務に差し支えない範囲で対応すること。」等を加
筆して頂けないでしょうか。

変更予定はありません。

11 43 3 9 3 ク ア

機械警備は｢本件施設が無人となる場合において｣との記載があり
ますが、本施設内が無人でなくても、ある一区画の部屋のみ無人
となる場合等については、その部屋のみ機械警備を実施できると
の理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

12 43 3 9 3 ク エ
警報装置は｢関係機関へ自動的に通報する｣との記載があります
が、関係機関とは事業者の２４時間管制ｾﾝﾀｰ等を含むとの理解で
宣でしょうか。

ご理解の通りです。

13 44 3 9 3 ケ ウ、エ

｢総括責任者が市及び関係機関に連絡する｣・｢緊急時の対応とし
て総括責任者の判断にて・・・｣等があるが、総括責任者不在時
等の対応については各業務責任者または運営業務総括責任者が代
行できるとの理解で宜しいでしょうか。

明確な職務分限規定等を事前に作成し市に提出することを条件と
して可とします。

14 45 3 11 2
｢２～６の各保守管理業務と一体的に実施｣とありますが、２～６
の要求水準中にある修繕と本業務の違いについてお示し願えない
でしょうか。

１１は２～６における修繕業務を集約した内容です。

15 50 5 1 11 ウ ア

「開館記念事業の主体は市とすることとし、会館記念事業に関連
する本件施設の利用に関わる対価について、市は負担しない。」
との記載がありますが、本件は利用料金制が採用されてており、
事業スケジュールに当たる８月は、夏期休暇にあたり本来利用料
金収益の上がる時期のため、この期間での収益減は運営に大きな
影響があります。よって、対価については市のご負担として頂け
ないでしょうか。

変更予定はありません。

16 50 5 1 11 ウ イ

開館記念事業の詳細について、平成22年度末までに市が決定した
上で事業者に通知するとありますが、予約は２年程度前から開始
することを予定しておりますので、平成21年度末までに決定して
頂けないでしょうか。

変更予定はありません。

17 51 5 2 2
開館時間は事業者において提案可能とありますが、休館日につい
ても提案可能との理解で宜しいでしょうか。また、必要最低限の
開館日時へのお考えはおありでしょうか。

前段：ご理解の通り。
後段：24時間・365日での供用体制が実現されることを期待して
います。

18 51 5 2 2 ウ

休館日の設定、臨時休館日及び特別整理期間については、市と協
議するとの記載がありますが、例えば事業者にて週１回の休館日
の設定にて提案した場合、市との協議により月１回などに変更さ
れる場合があるのでしょうか。また、この場合維持管理・運営コ
ストの変更はあるのでしょうか。

前段：現状ではありません。
後段：あり得ます。
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19 58 5 8 3

「民間事業者の裁量により誘致・開催に代え自主企画事業の開催
又は他の事業者等との共同製作・開催することも可とするが、そ
の場合であってもサービス購入料を追加することはない。」との
記載がありますが、本施設は静岡市様の施設であり、市民ニーズ
対応や清水区のにぎわい創出に寄与することを目的とする企画提
案等は先ず静岡市様にご提案すべきと考えております。よって、
共催等について協議する場を設けて頂けないでしょうか。

特定事業仮契約書案第114条参照。
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番号 頁 条 頄 号 記号4 記号5 記号6 質問等 回答

1 7 別紙1 2

「がそれぞれ保有し、落札者の構成員でない者が保有する・・」
の下線部を含むこれ以降の文章は、これに該当する者がいない場
合は、省略し「がそれぞれ保有していること。」との記載に変更
して宜しいでしょうか。また、この場合は、別紙２も省略すると
の理解で宜しいでしょうか。

省略並びに変更の必要性については、提案書を精査した上で落札
者決定後に判断します。

清水駅東地区文化施設整備及び維持管理・運営事業　基本協定書(案)に関する質問に対する回答
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番号 頁 条 頄 号 記号4 記号5 記号6 質問等 回答

1 7 13 1
本件土地の使用許可申請については、本事業契約の締結をもって
申請されたものとして取り扱っていただけるとの理解でよろしい
でしょうか。当該申請手続きについてご教示ください。

前段：本事業契約の締結をもって、土地無償貸付契約を締結した
ものとみなします。
後段：特段の手続きは予定していません。

2 10 28
3
4

貴市が提示した事前調査結果の誤謬、地形・地質等現地調査の不
備等に起因して設計変更が必要となり、事業者に追加的な費用が
発生した場合は、貴市が当該費用を負担するという理解で宜しい
でしょうか。また、当該変更により本件施設の完成の遅延が見込
まれる場合、貴市及び事業者は協議の上、引渡予定日を変更する
ことができるという理解で宜しいでしょうか。

前段：ご理解の通りです。
後段：ご理解の通りです。

3 11 29 1

実施設計完了後の「設計図書」の提出をもって（同条第2頄及び
第3頄に基づく不備等がない場合）、設計業務は完了し、設計業
務に関する100%の出来高を構成するとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解の通りです。

4 13 36
近隣調整が必要となる地域又は団体等をお示し頂けないでしょう
か。

事業者にて判断して下さい。

5 15 41 2
完成確認については、書面にて通知されるとの理解でよろしいで
しょうか。その場合、明確化のため、“完成確認通知書面を交付
する”とする趣旨に修文いただけないでしょうか。

前段：特定事業仮契約書案第119条第１頄参照。
後段：変更予定はありません。

6 17 46 1

本件施設の引渡しの際には、例えば、事業者から市へ引渡書を交
付し、市から事業者に対して目的物引渡受領書が交付されるな
ど、書面による確認が行われる、との理解でよろしいでしょう
か。

市から特段の受領書を交付する予定はありません。

7 18 48 5
保証書については、本件施設引渡後直ちに提出という理解でよろ
しいでしょうか。保証書提出のタイミングにつきご教示くださ
い。

本件施設の引渡時に提出してください。

8 18 50 1
指定管理者への指定が議決されるのは、事業契約書の議決と同時
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

9 19 51 1
施設使用規則については、所定の部数を供用開始日の前日までに
準備すればよろしいでしょうか。必要部数及び作成期限につい
て、ご教示ください。

引渡日の３ヶ月前から市と協議を行い引渡日に10部を提出してく
ださい。

10 21 55 3

「前二頄の規定に関わらず」との記載がありますが、第１頄「法
定等変更」及び第２頄「「不可抗力等」についても、乙から甲に
対して「維持管理・運営業務要求水準の変更」求めることができ
るとの理解で宜しいでしょうか。

第１頄「法定等変更」及び第２頄「不可抗力等」について、要求
水準の変更を求めることができるのは、甲のみです。

清水駅東地区文化施設整備及び維持管理・運営事業　特定事業仮契約書(案)に関する質問に対する回答
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11 22 59 1
月報の提出期限について“翌月の10日まで”となっていますが、
１月や５月については祝日・休日が多く実務上対応が困難なこと
から、“翌月の10開庁日まで”に変更いただけないでしょうか。

変更予定はありません。

12 24 64 1
「甲の責めに帰すべき事由」との記載がありますが、これには第
三者（来場者、利用者 等）の責めに帰すべき事由も含まれると
の理解で宜しいでしょうか。

第三者の責めに帰すべき事由は、甲の責めに帰すべき事由とは異
なり、甲の責めに帰すべき事由には含まれません。

13 24 65 1
施設の利用受付は施設引渡前（供用開始より２年程前）よりはじ
める必要があると考えておりますが、その時点でSPCが指定管理
者として必要な権限等を有しているとの理解で宜しいでしょうか

ご理解の通りです。

14 26 71 3
「上限額の範囲を超えて・・」との記載がありますが、この場合
様式406に記載の「全日利用の場合の上限額」を超えることがで
きるとの理解で宜しいでしょうか。

全日利用の場合の上限額を超えた料金設定は出来ません。

15 26 72 4

第２頄に「損害拡大の防止に必要な措置を取らなければならな
い。」との記載がありますが、これは初期段階の措置（応急措置
等）を指し、その後の対応等についてはP32第90条により行うと
の理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

16 28 81

本条の但し書き部分を設定した趣旨についてご教示ください。引
渡し後においても、契約の相手方たる事業者が破産等により消滅
した場合、又は当事者能力を喪失した場合は、市としても本事業
契約の全てを解除せざるを得ないものと考えます。

「本件施設」引渡後に契約を解除した場合であっても、サービス
購入料Bを当初の契約のスケジュールに従い支払いを続けるため
です。

17 29 84 4

①不可抗力により毀損・滅失した部分についても、事業者が提出
した書類等で確認することができた場合には、出来高部分として
認定いただけるとの理解でよろしいでしょうか。②仮に、不可抗
力により毀損・滅失した部分が出来高部分として認定されなかっ
た場合、当該部分については、本事業契約第90条第2頄の負担割
合に従って、市と事業者が負担する、との理解でよろしいでしょ
うか。

①不可抗力により毀損・滅失した部分について、事業者が提出し
た書類等で確認することができ、甲の検査の結果、合格した部分
については、出来高部分として買い受けます。
②不可抗力により発生した損害については、合理的な範囲で第90
条2頄の対象となります。

18 29 84 5
出来高部分の対価を解除前のスケジュールに従って支払うとあり
ますが、この場合、提案時のスプレッドを加えた割賦利息も含め
てお支払いいただけるとの理解でよろしいでしょうか。

出来高となった部分で、甲の検査の結果、合格した部分について
は、提案時のスプレッドを加えた割賦利息を含めて支払います。

19 30 85 6

本頄において、市は、事業契約解除後、市又は市の指定する者が
維持管理運営業務の引継ぎを受けた場合、未払いのサービス購入
料A及びBを支払う、とありますが、事業者は既に設計業務及び建
設業務の提供を完了しています（施設整備費に係る割賦元本が確
定している。）。従って、かかる引継ぎを条件とすることなく、
未払いの施設整備費については当初のスケジュールに従い事業者
に支払われるべきものと理解しています。かかる理解に相違ない
場合は、本頄内容の修正をお願いいたします。

変更予定はありません。
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20 30 85 6
利息を付して解除前のスケジュールに従って支払うとあります
が、このとき適用される金利は、割賦基準金利＋事業者が提案時
に提示したスプレッドの合計という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

21 35 98 2

「乙は、「民間収益機能」を第三者に貸し付けようとするときに
は、」との記載がありますが、この場合の賃料、光熱水費等の第
三者よりの支払いは、市と第三者との間で直接行って頂けないで
しょうか。

事業者の責任と負担によるものとします。

22 36 103 1

事業者は、プロジェクトファイナンスによる資金調達を行う際
に、事業者が有する本事業契約上の権利・地位を融資金融機関に
対して担保提供する予定としております。ついては、本頄に定め
る事前承諾については、市は合理的な理由なく、その承諾を留保
又は遅延しないという理解でよろしいでしょうか。

平成20年９月19日付け「特定事業仮契約書案に関する質問に対す
る回答」番号３参照。

23 37 106
本条に定める遅延利息の利率については、公平性の観点から、市
も事業者も同一の水準とするべきではないでしょうか。

平成20年６月20日付け「特定事業仮契約書案に関する第３回質問
に対する回答」番号164参照。

24 37 107 1
他のPFI案件と同様に、守秘義務は官民双方が平等に負担すべき
ものと考えます。本条については、かかる趣旨を反映し、修正い
ただけるようお願いします。

変更予定はありません。

25 37 107 1

第三者以外への開示を禁止していますが、実務上の観点から他の
PFI案件と同様に、事業者の構成員、自己の役員及び従業員又は
自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しく
はコンサルタントについては開示禁止対象外としていただけるよ
うお願いします。

「事業者の構成員、自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は
事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタン
ト」に対するそれぞれ必要かつ合理的な限度での情報の共有化に
ついては、「本件特定事業契約の目的」に適合したものとしま
す。

26 37 107 1

他のPFI案件と同様に、次の情報については、秘密保持義務の対
象から外してください。“本件事業に関して知る前に既に自ら保
有していたもの、本件事業に関して知る前に公知であったもの、
本件事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となった
もの、本件事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から
何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの。”

変更予定はありません。

27 39 115
本条に定める市による相殺払いについては、突然に一方的になさ
れるものではなく、事前に通知いただき事業者との協議の機会を
設けていただけるとの理解でよろしいでしょうか。

事前通知や事業者との協議の機会を設ける予定はありません。な
お、平成20年３月31日付け「特定事業仮契約書案に関する第１回
質問に対する回答」番号56参照。

28 45 別紙5 2

「当該部分に備え付けの設備、器具、備品等の一式とする。」と
の記載がありますが、この中には独立採算事業で独立採算事業者
が設置し、所有するものも含まれており、「独立採算事業者の所
有物は除く」等の記載をして頂けないでしょうか。

本条への加筆並びに補正、変更の必要性については、提案書を精
査した上で落札者決定後に判断します。

29 47 別紙5 8
「貸付料の改定」に際しては、甲による一方的な通知ではなく、
甲乙協議した上での措置として頂けないでしょうか。

変更予定はありません。

30 58 別紙7 2 1
本頄に定める減額措置については、本施設引渡後のサービス購入
料A及びB（確定後の債権）には適用されないという理解でよろし
いでしょうか。

ご理解の通りです。
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31 59 別紙8
保証人がJVの場合、保証人欄に署名するのはJVの代表企業のみで
よろしいでしょうか。

保証人がＪＶの場合には、ＪＶの全構成員の署名が必要です。

32 62 別紙9 2 1 ウ ア
“キャッシュリザーブ状況等を表す財務に関する書類”とは、具
体的に何を想定されていますか。

事業者にて判断して下さい。なお、平成20年６月20日付け「特定
事業仮契約書案に関する第３回質問に対する回答」番号207参
照。

33 71 別紙9 6 1 ウ エ
契約締結日の５日前と契約締結後に契約内容に変更がない場合で
も、契約書類の写しを２回提出する必要があるのでしょうか。

必要です。

34 72 別紙9 6 2 イ
本号のタイトルは、“契約解除”ではなく、“継続に関する協
議”とするほうが適切ではないでしょうか。

変更予定はありません。

35 73 別紙10 1 1 イ ア
本文中の「特別の要因」及び「著しい変動」について、具体的な
内容をお示し願えないでしょうか。

社会経済情勢等を踏まえて、適宜判断します。

36 73 別紙10 1 1 イ イ
本文中の「予期することのできない特別な事情」及び「急激なイ
ンフレーション又はデフレーション」について、具体的な内容を
お示し願えないでしょうか。

社会経済情勢等を踏まえて、適宜判断します。

37 73 別紙10 1 1 イ

(ｱ)及び(ｲ)において、施設整備費が不適当となったと認められた
とき、との記載がありますが、○％以上の増減があった場合とい
うように、一定の基準により客観的に変更の請求ができるように
して頂けないでしょうか。

変更予定はありません。

38 75 別紙11 1
何らかの理由により合併特例債が発行されない場合に備え、市に
おいて、当該見込み金額分について予め予算手当て（債務負担行
為の議決）を行っていただけるとの理解でよろしいでしょうか。

市は確定額を支払います。

39 75 別紙11 2 5
維持管理・運営に必要な光熱水費の費用は、以前の質問回答より
サービス購入費Ｅに含むとの理解で宣でしょうか。これについ
て、特定事業仮契約内に明記して頂けないでしょうか。

前段：ご理解の通りです。
後段：変更予定はありません。

40 75 別紙11 2 5
本件施設の引渡し前の利用予約受付等にかかる費用は、サービス
購入料Eとして支払われるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

41 76 別紙11 2

表中のサービス購入料Bの構成される費用の内容として、建中金
利は他の経費と異なり、「（消費税等を含む）」とされていませ
んが、割賦元本の一部として含まれるため、契約金額には消費税
等も含んで計算されて支払われることになるのではないでしょう
か。

「入札説明書に関する質問に対する回答」番号８参照。

42 76 別紙11 3
各サービス購入料については、別々に請求書を提出することが可
能という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

43 76 別紙11 3
サービス購入料Bと、サービス購入料D及びEは、支払いまでの手
続きが異なるため、市からの支払い日については一致しないこと
もあるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
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44 77 別紙11 4 1
サービス購入料Aの金額については、仮契約締結までに確定し、
以降変更はないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

45 78 別紙11 4 2 イ

サービス購入料Bの割賦手数料は施設引渡日の翌日から割賦金利
が発生し、仮に初回支払いの対象期間が他の回よりも短い場合に
も、初回分も含め30回の元利均等返済で支払われると考えて宜し
いでしょうか。

ご理解の通りです。

46 78 別紙11 4 3

本件施設引渡しから供用開始までの間に必要な維持管理・運営費
はサービス購入料Cとして支払われるとの理解で宜しいでしょう
か。また、その場合、同費用は「その他開業準備に関する費用」
として見積もれば宜しいでしょうか。

「入札説明書に関する質問に対する回答」番号４参照。

47 78 別紙11 4 4

「サービス購入料D」及び「サービス購入料E」の初回の支払額
は、仮に供用開始を平成24年8月1日と提案した場合、同日～平成
24年9月30日までの２か月分が対象となり、２回目以降の支払額
とは異なる金額になるととの理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

48 78 別紙11 5
本頄に定める補助金交付の有無が決定する時期についてご教示く
ださい。

平成21年３月末以降を予定しています。

49 78 別紙11 5
補助金交付が確定した場合の本事業契約変更の手続きについて、
どのような手続きを想定されているのかご教示ください。

特段の変更手続は予定していません。なお、番号38参照のこと。
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番号 頁 記号1 記号2 記号3 記号4 記号5 記号6 質問等 回答

1 5 2 5 3

維持管理業務の「評価の視点」の「舞台諸設備の更新計画」につ
いては、事業者の業務範囲外となっておりますが、様式50、様式
51及び様式201で提案する内容を評価するとの理解で宜しいで
しょうか。

ご理解の通りです。

清水駅東地区文化施設整備及び維持管理・運営事業　落札者決定基準に関する質問に対する回答
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番号 頁 番号 回答

1 14 8 維持管理期間の開始日並びに終了予定日を記載して下さい。

2 59 49
可とします。ただし、提案書を精査し、事業者決定後に詳細に関
する説明を求めることがあります。

3 59 49 日常点検・日常清掃についても記載して下さい。

4 61 50
入札金額には、（様式201) の1.修繕計画と2.更新計画の合計額
を計上して下さい。更新計画の積極的な提案を期待します。

5 62 51
ご理解の通りです。ただし、事業者から契約事頄としての締結を
求める提案があった場合には、この限りではありません

6 67 56 現状では未定です。

7 76 65 現状では未定です。

8 402 ご理解の通りです。

9 408 記載して下さい。

10 409

長期大規模工事とは、工事(製造を含む。)のうち、①その工事の
着手の日から契約上の目的物の引渡期日までの期間が２年以上で
あること。②その請負の対価の額が50億円以上であること。③そ
の工事に係る契約においてその請負の対価の額の２分の１以上が
その工事の目的物の引渡期日から１年を経過する日後に支払われ
ることが定められていないものであること。の３要件を充足する
必要があると理解しています。該当するか否かは、課税当局等と
協議の上で、事業者にて判断して下さい。

様式49には、各点検・清掃等の頄目が既に記入されておりますが、事業者の設計内容によってはその
記入されている頄目自体の点検・清掃等が必要のないものがあります。そのため、既に記入されてい
る頄目自体を事業者において変更提案しても宜しいでしょうか。

様式49に記入すべき内容は、『定期・特別』点検・清掃等との理解で宜しいでしょうか。
(『日常』点検・清掃等は除くとに理解で宜しいでしょうか。）

「事業期間中における設備・機器更新計画」との記載がありますが、入札金額には「修繕費（様式
201) 1.修繕計画」のみ計上するとの理解で宜しいでしょうか。

「更新」と「事業期間外（16～30年） の修繕」については事業者の業務範囲外ですので、本様式にて
提案した内容のうち業務範囲外の事頄については事業者側で費用を負担して実施するものではないと
の理解で宜しいでしょうか。

清水駅東地区文化施設整備及び維持管理・運営事業　様式集に関する質問に対する回答

質問等

維持管理期間について、現在維持管理継続中の施設の実績については｢現在継続中｣と記入すれば宣で
しょうか。

平成20年度の法人税法の改正により、長期大規模工事にあたる工事の場合は、工事進行基準を強制適
用するものと想定されますが、本事業契約に基づく施設整備はこの基準に該当するとの理解で宜しい
でしょうか。

「文化芸術公演の誘致・開催」については、平成24年度分に限り具体的な演目等をの内容を記載する
ように記されたおりますが、要求水準書（案）P51の開館記念行事も参考ししたく、基本的な事頄（時
期、演目等）をご提示願えないでしょうか。

「事業者の独立採算事業としての普及事業」については、平成24年度分に限り具体的な演目等をの内
容を記載するように記されたおりますが、要求水準書（案）P51の開館記念行事も参考ししたく、基本
的な事頄（時期、演目等）をご提示願えないでしょうか。

注7に「消費税を含めた金額で記入すること」との記載がありますが、前回入札の際の「様式に関する
第2回質問に対する回答」NO.21及びNO.25の通り、消費税抜きで作成し、消費税欄があるものについ
て、消費税を記載するとの理解で宜しいでしょうか。

様式401の運営費のうち、「法人税、法人住民税、法人事業税等法人の利益に対してかかる税金」、
「SPCの税引後利益（株主への配当への原資等）」、「（その他費用）」として計上が想定されるSPC
管理費などはこの様式の対象外との理解で宜しいでしょうか。
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11 409 事業者にて判断して下さい。

12 409 ご理解の通りです。

上記に該当しSPCの施設整備に係る収益費用を工事進行基準により計上した場合、維持管理運営期間中
は、施設整備費に係る売上及び原価はPL上は計上されないことになり、キャッシュフロー上は、元利
金の返済はサービス購入料Bによる売掛金回収と割賦金利収入で賄われることになります。したがっ
て、DSCRのキャッシュフローの計算は、税引後当期損益＋支払利息＋売掛金回収で計算して宜しいで
しょうか。

様式は平成21年度からとなっていますが、注9の現在価値換算方法には平成20年度を係数１との記載が
あります。正しくは、平成21年度を係数１とするではないでしょうか。
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